
 

東東東京京京都都都子子子育育育ててて世世世帯帯帯向向向けけけ   

優優優良良良賃賃賃貸貸貸住住住宅宅宅供供供給給給助助助成成成事事事業業業   

（（（モモモデデデルルル事事事業業業）））   

第２回募集概要 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 少子化に伴う人口減少は、産業や社会保障制度への影響も大きく地域社会を衰退させるなど、

社会や経済の基盤を揺るがしかねません。 

東京都では、子育て世帯が地域で安心して子供を産み育てることや、子育ての喜びを実感でき

ることが可能な社会を実現するための施策の一つとして、子供の安全と安心を確保するとともに、

家族・居住者・地域とのふれあいにも配慮しながら子育てを支援する住環境作りに取り組んでい

ます。 

本事業は、子育て世帯に適する賃貸住宅を供給する事業者に対し、都がその整備費用等の助成

を行うモデル事業で、助成を受ける事業者（個人・法人）を公募によって選定するものです。 

 

 

東京都都市整備局
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１．事業の概要 

本事業は、子育て世帯に適する優良な賃貸住宅の普及促進のために、平成 22 年度から平成 24

年度の 3 年間において子育て世帯向けの賃貸住宅を供給する事業者を募集し、その効果を検証す

るモデル事業です。モデル事業としてふさわしい住宅を供給するため、事業者の方からの整備計

画を公募し、審査を経て事業予定者を決定します。事業予定者は、供給計画（整備及び管理に関

する計画）を策定し都の認定を受けることよって、整備費用等の一部助成を受けることができま

す。 

住宅の供給方式として下記の２区分があります。 

 新規住宅建設型 既存ストック改良型 

概 要 子育て賃貸住宅を新規に供給する 既存の集合住宅等を改良、増築又は

転用し、子育て賃貸住宅を供給する

事 業 者 土地の使用権原を有し、建物の所有権者となる者（個人・法人） 

住宅戸数 20 戸程度（５戸以上）/１事業 ５戸程度（１戸以上）/１事業 

子育て支援施設 整備必須 整備任意 

住戸専用面積 50 ㎡以上 125 ㎡以下 

構 造 耐火又は準耐火構造 

供給地域 原則、都内の人口集中地区内、かつ駅から 800m 以内 

管理期間 10 年 

そ の 他  ・既存建物は、原則として、昭和

56 年 6 月 1 日以降に確認済の交付

を受けたもの 

【子育て支援施設の併設】 

賃貸住宅には、家族・居住者・地域などとのふれあいの中で、子育て世帯が楽しく安心して子

育てができるためのサービスを提供する施設（子育て支援施設）を併設していただきます。（既存

ストック改良型の場合は任意） 

子育て支援施設の管理・運営は事業者が自ら行うか、事業者が管理・運営を行う者に書面によ

る契約のうえ、委託又は賃貸をしてください。 

※子育て支援施設を併設する場合には、事業計画地の区市町村と施設の種別・規模等について事

前に十分協議してください。 

子育て支援施設の類型 

・ 保育所等又は幼稚園 

・ 家庭的保育（保育ママ）事業を行うためのスペース 

・ 児童館又は学童クラブ 

・ 事業者が提案した施設で、子育て支援サービスを提供する施設として知事が認めたもの 

東京都子育て世帯向け優良賃貸住宅供給助成事業 
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２．助成の内容 

子育て世帯向け優良賃貸住宅を建設又は改良する認定事業者の方に対し、予算の範囲内で主に

以下の費用の一部を助成します。また、併設する子育て支援施設によっては、区市町村が行う子

育て支援事業により、運営事業者等に対し、施設整備費や運営費等について補助を受けることが

できます。 

 新規住宅建設型 既存ストック改良型 補助率 

供給計画策

定費補助 

本制度に基づく供給計画認定の申請をするために、必要とな

る費用の一部を助成します。 

２/３ 

上限 300 万円

供給計画を策定し、知事の認定を受けた事業者に対し、建設

又は改良工事にかかる費用の一部を助成します。 

整備費補助 

共同施設等整備費 

共同施設（緑地、通路等） 

住宅共用部分工事費 

子育て支援施設整備費 

子育て世帯向け設備等整備費 

子供や妊婦等の安全の確保の

ための設備の設置費用など

ほか 

既存の住宅等の改良に要する

費用 

子育て支援施設整備費 

子育て世帯向け設備等整備費 

 

２/３ 

 

上限 

（新規） 

概ね550万円/

戸

（既存） 

概ね360万円/

戸

※ 補助金の交付にあたっては、策定及び工事の着手前に交付決定を受ける必要があります。また、

補助金の交付時期は、策定及び工事が完了し、都の検査を受けた後となります。 

※ 本事業では、家賃補助はありません。 

※ 区市町村における子育て支援事業の内容は区市町村の児童福祉担当部署へお問い合わせください。 

東京都 

認定事業者 

（土地所有者等）

管理者 

（民間法人等） 

入居者 

（子育て世帯） 

④整備費補助 

③住宅の整備

①供給計画策定 
②供給計画認定 

⑤委託または貸付

⑥入居者の募集 ⑥入居申込

⑤住宅の管理

⑧入居 

⑦入居審査

⑨モデル事業の検証

国 ④整備に要する費用の助成

事業の仕組み
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【新規住宅建設型における補助概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助対象について】 

・子育て世帯向け設備 

 手すり、出隅部の面取り、扉の指はさみ防止対策、チャイルドフェンス、シックハウス対策 等 

・住宅共用部 

 共用廊下、共用階段 等 

・共同施設 

 敷地内通路、児童遊園、緑地 等 

・子育て支援施設 

 保育所等１ページに掲げた施設 

 

※ 補助対象費用には上限額があります。 

※ このほかに、調査設計計画費、建築物等除却費（注１）、仮設店舗等設置費（注１）、定住関

連施設整備費に対して補助があります。 

（注１）市街地再開発事業に限ります。 

上限 550 万円/戸 
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★★★   

    出隅部分の 

    面取り加工 

安全・安心 

★★★   

     調理機器の 

    チャイルドロック

安全・安心 

  コンセントの位置・

  チャイルドカバー 

安全・安心◆ 

★★★   

チャイルドフェンスを 

設置できる壁下地 

安全・安心 

★★★   

台所から居室・食事室が

見通せる 

安全・安心◆ 

界床の遮音性の確保 

（近隣への音の配慮） 

子育ての利便性 

台所の広さの確保 

（親子が一緒に調理等）

家族のふれあい◆ 

★★★   

シックハウス対策 

（空気質の測定など） 

健康・成長 

★★★   

手すりの設置 

（トイレ・浴室等） 

安全・安心 
★★★   

高い安全性を持つ 

転落防止用手すり 

安全・安心 

掃除流し（スロップ 

シンク）の設置 

子育ての利便性◆ 

★★★   

クレセント錠等を設置

した防犯上の措置 

安全・安心 

★★★   

★★★   

★★★   

隔壁の遮音性の確保 

（近隣への音の配慮） 

子育ての利便性 

★★★   

ベビーカー置き場の 

確保 

子育ての利便性◆ 

★★★   

★★★   

★★★   

★★★   

室内・居室間の 

段差の解消 

安全・安心 

★★★   

間取りの可変性 

（可動間仕切り等） 

子育ての利便性◆

★★★   

★★★   

★★★   扉の安全性の確保 

（引き残しの確保等） 

安全・安心 

浴室への進入防止措置 

（鍵の設置等） 

安全・安心 

共用廊下への 

手すりの設置 

安全・安心◆ 

★★★   

３．整備基準について 

 建物の整備にあたっての特徴は以下のとおりです。都が定める整備基準を満たすだけでなく、

子育て世帯に有益な設備の設置や部屋の配置などを提案し、居住環境を更に向上させ、魅力あ

る住まい作りに努めてください。 

 

整備基準（主なもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆印は整備基準上の努力義務規定です。 
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４．家賃の設定について 

家賃は、市場家賃又は整備費等に応じて算定される限度額家賃のいずれか低い家賃以下で設定

していただきます。また、２年に 1 度市場家賃調査をして家賃を見直していただきます。 

なお、入居者に対して家賃、敷金（家賃の３ヶ月分以内）、共益費の受領を除き、更新料、礼金、

権利金、仲介手数料等の金品の受領をしてはいけません。 

 

５．住宅の管理について 

入居者の募集など住宅の管理は、都が定める基準を満たした管理者（民間法人等）に管理委託

（管理委託型）するか、管理者への一括借上げ（借上型）により、管理業務を委ねなければなり

ません。事業者自身が基準を満たしている場合は、直接管理（直接施行型）することができます。 

 

６．入居者の募集方法、入居者の資格について 

管理者は、入居者の募集について公募しなければなりません。入居者の選定は抽選とし、公募

数に満たない場合は先着順で選定します。 

入居対象者は、都内に居住し、かつ小学校修了前の子供と同居する子育て世帯で、月額所得 15

万 8 千円以上～48 万 7 千円以下の中堅所得者層です。ただし、公募数に満たない場合は都外居

住、１８歳未満の子供と同居する世帯も入居することができます。 

抽選と入居者の資格審査については、公的機関（東京都又は東京都住宅供給公社）がおこない

ます。 

 

７．事業予定者決定から管理までの流れ 

 
 

事
業
予
定
者
決
定 

供
給
計
画
策
定
費
補
助
金
交
付
申
請
・
決
定 

供
給
計
画
認
定
申
請
・
認
定
（
認
定
事
業
者
と
な
る
）

供
給
計
画
策
定
費
補
助
金
完
了
実
績
・
検
査
・
交
付 

設
計
審
査 

整
備
費
補
助
金
交
付
申
請
・
決
定 

工
事
着
手 

工
事
完
了 

整
備
費
補
助
金
完
了
実
績
・
検
査
・
交
付 

家
賃
協
議 

入
居
者
公
募
・
抽
選 

入
居
者
資
格
審
査
・
入
居

入
退
居
者
管
理
・
家
賃
見
直
し
・ 

建
物
維
持
管
理
・
都
調
査
協
力 

管理期間 

（10 年間）
整備期間

供給計画策定 
（申請まで半年以内）
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８．その他 

本事業は東京都のモデル事業として実施するため、事業の実施効果について東京都の負担にお

いて事後評価を実施します。事業者の方には必要な範囲での都の調査に関する協力をお願いしま

す。 

 

 

本事業により供給する住宅は、整備する上での遵守基準や１０年間にわたる管理上

の義務、並びに入居者募集にあたっての制約や条件があります。 

制度や補助の詳細については、「東京都子育て世帯向け優良賃貸住宅制度要綱」「東

京都子育て世帯向け優良賃貸住宅制度実施要領」「東京都子育て世帯向け優良賃貸住

宅補助要領」、整備する住宅の基準については、「東京都子育て世帯向け優良賃貸住宅

整備基準」をそれぞれ参照してください。 
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認定事業者として補助を受け、子育て世帯向け優良賃貸住宅の供給を希望され

る方は、まず事業者の募集に応募していただき、審査を経て「事業予定者」とし

て決定を受ける必要があります。 

事業予定者を決定するための募集内容は、以下のとおりです。 

 

１．募集事業数 

第２回は以下のとおり供給する事業者を募集します。既存ストック改良型では、改良工事の着

手までに空家の状態となれば、入居中でも応募することができます。 

 

    提案書受付期間：平成 23 年１１月１６日（水）から 

            平成 23 年１１月３０日（水）まで 

 

新規住宅建設型 既存ストック改良型 

20 戸程度（５戸以上） ４事業 ５戸程度（１戸以上） ８事業 

２．応募者の資格要件 

応募書類の受付時点において、以下の参加資格を満たす個人又は法人が対象です。なお、複数

の方が共同して応募する場合は、全ての方が資格要件を満たす必要があります。 

 

＜主な参加資格＞ 

・土地の使用権原（土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借 

による権利）があること 

・既存ストック改良型の場合、建物の所有権があること 

・所定の税金（計画地の固定資産税、所得税、住民税、個人事業税等）の滞納がないこと 

・法人の場合設立後 3 年以上であり、かつ直近 2 年間において安定した経営状況であること 

※その他にも要件がありますので、詳しくは募集要項等を参照してください。 

 

３．提案の条件について 

 本事業においては、子どもの安全と安心、家族・居住者・地域とのふれあい、子育て施設の併

設と子育て支援サービスの提供、適切な負担で良質かつ一定以上の広さの住宅の供給といった点

を重視しています。このような内容を念頭に、募集要項等を参照の上、提案してください。 

【注意】 

 子育て支援施設の併設については、区市町村やサービス事業者等の関係者と十分に事前の協

議・調整を行った上で、実現可能な形で提案してください。施設やサービス内容によっては、施

設整備費や運営費等について補助を受けることができる場合があります。 

第２回事業者募集について 

T10N02566
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４．審査について 

審査は、審査委員（4 名）により、実施します。なお、審査の過程にあたって、応募者にプレ

ゼンテーション又はヒアリングを実施することがあります。 

 

５．事業予定者の募集・決定の流れ（フロー） 

 応募を希望する方は、以下の流れに沿って手続きをしてください。詳細は募集要項等を参照し

てください。 

※事業予定者として決定された場合は、事業予定者名及び整備予定地を東京都 HP 等にて公表さ

せていただきます。 

＜募集の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

   

 

 

 

 

 

 

募集要項等の公表 

質問回答書の公表 

提案内容確認書の提出【任意】 

提案書（応募書類）の提出 

審査 

事業予定者の決定 

参加表明書の提出 

平成２３年１１月３０日午後５時まで 

         

 

 

 

 

 

 

持参のみにて受付 

・提案書 

（様式集の 
様式１～９） 

 

・添付資料 

①提案書 

電子データ 

②参加資格審査 

必要書類 

正本 1部＋副本 10 部 

質問書の提出【任意】 
平成２３年９月２１日午後５時まで 

質問書（募集要項別紙１） 

持参または E-mail にて提出 

平成２３年９月７日から 

平成２３年１１月１０日午後５時まで 

提案内容確認書（募集要項別紙２） 

持参または E-mail にて提出 

平成２３年１０月３１日午後５時まで 

参加表明書（募集要項別紙３） 

持参または E-mail にて提出 

区市町村との調整 

子育て支援施設を併設する場合は、区市町

村の福祉担当部署と提案書提出前に調整を

行ってください。 

児童福祉主管課一覧（９ページ）参照 

なお、幼稚園等の併設の場合は、窓口が異

なることがあります。 

T10N02566
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 区市町村児童福祉主管課一覧 

 
 

この公募の詳しい内容については、別に示す「東京都子育て世帯向け優良賃貸住宅供給助成事

業（モデル事業）第２回 募集要項」「同 審査基準」「同 様式集」を参照してください。 

 

（本事業の担当） 

東京都 都市整備局 住宅政策推進部 民間住宅課 子育て賃貸住宅担当 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 第二本庁舎２０階南 

ＴＥＬ ０３－５３２０－４９５６ 

電子メールアドレス：S0000361@section.metro.tokyo.jp 

都市整備局ホームページアドレス：http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/ 

区市町村名 担　当　部　課 電　話　番　号

千 代 田 区 子ども・教育部　子ども総務課 ０３－５２１１－４２７４

中 央 区 福祉保健部　子育て支援課 ０３－３５４６－５３５０

港 区 子ども家庭支援部　子ども家庭課 ０３－３５７８－２４４３

新 宿 区 子ども家庭部　子ども家庭課 ０３－５２７３－４２６０

文 京 区 男女協働子育て支援部　子育て支援課 ０３－５８０３－１３５３

台 東 区 区民部　子育て支援課 ０３－５２４６－１２３７

墨 田 区 子育て支援担当　子育て計画課 ０３－５６０８－６０８４

江 東 区 こども未来部　こども政策課 ０３－３６４７－８４２１

品 川 区 子ども未来事業部　青少年育成課 ０３－５７４２－６３８５

目 黒 区 子育て支援部　子育て支援課 ０３－５７２２－９８６０

大 田 区 こども家庭部　子育て支援課 ０３－５７４４－１２７２

世 田 谷 区 子ども部　子ども家庭支援課 ０３－５４３２－２５２３

渋 谷 区 子ども家庭部　保育課 ０３－３４６３－２４８３

中 野 区 子ども家庭部　経営担当 ０３－３２２８－８８２２

杉 並 区 保健福祉部　子育て支援課 ０３－３３１２－２１１１　（内線）１３６３

豊 島 区 子ども家庭部　子ども課 ０３－３９８１－１３８１

北 区 子ども家庭部　子育て支援課 ０３－３９０８－９０９７

荒 川 区 子育て支援部　子育て支援課 ０３－３８０２－３９８９

板 橋 区 子ども家庭部　子ども政策課 ０３－３５７９－２４７１

練 馬 区 児童青少年部　子育て支援課 ０３－５９８４－５８１７

足 立 区 子ども家庭部　子ども家庭課 ０３－３８８０－５４４５

葛 飾 区 子育て支援部　育成課 ０３－５６５４－８２９３

江 戸 川 区 子ども家庭部　子育て支援課 ０３－５６６２－０６５９

八 王 子 市 こども家庭部　子どものしあわせ課 ０４２－６２０－７３９１

立 川 市 子ども家庭部　子育て推進課 ０４２－５２８－４３４２

武 蔵 野 市 子ども家庭部　子ども家庭課 ０４２２－６０－１８５１

三 鷹 市 子ども政策部　児童青少年課 ０４２２－４５－１１５１　（内線）２７１１

青 梅 市 子ども家庭部　子育て推進課 ０４２８－２２－１１１１　（内線）２１４２

府 中 市 子ども家庭部　子育て支援課 ０４２－３３５－４１９２

昭 島 市 子ども家庭部　子育て支援課 ０４２－５４４－５１１１　（内線）２１６２

調 布 市 子ども生活部　子育て支援課 ０４２－４８１－７１０５

町 田 市 子ども生活部　子ども総務課 ０４２－７２４－２８７６

小 金 井 市 子ども家庭部　子育て支援課 ０４２－３８７－９８３６

小 平 市 次世代育成部　児童課 ０４２－３４６－９８２１

日 野 市 子ども部　子育て課 ０４２－５８５－１１１１　（内線）２５２０

東 村 山 市 子ども家庭部　子ども総務課 ０４２－３９３－５１１１　（内線）３２６２

国 分 寺 市 子ども福祉部　子育て支援課 ０４２－３２５－０１１１　（内線）４６５

国 立 市 子ども家庭部　児童課 ０４２－５７６－２１１１　（内線）１５６

福 生 市 子ども家庭部　子ども育成課 ０４２－５５１－１７３３

狛 江 市 児童青少年部　子育て支援課 ０３－３４３０－１１１１　（内線）２３１２

東 大 和 市 子ども生活部　子育て支援課 ０４２－５６３－２１１１　（内線）１７６１

清 瀬 市 子ども家庭部　子育て支援課 ０４２－４９２－５１１１　（内線）２３２

東 久 留 米 市 子ども家庭部　子育て支援課 ０４２－４７０－７７３５

武 蔵 村 山 市 健康福祉部　子育て支援課 ０４２－５６５－１１１１　（内線）１８２

多 摩 市 子ども青少年部　子育て支援課 ０４２－３３８－６８５０

稲 城 市 福祉部　子育て支援課　 ０４２－３７８－２１１１　（内線）２３３

羽 村 市 子ども家庭部　児童青少年課 ０４２－５５５－１１１１　（内線）２６１

あ き る 野 市 健康福祉部　子育て支援課 ０４２－５５８－１１１１　（内線）２６４１

西 東 京 市 子育て支援部　子育て支援課 ０４２－４６０－９８４１

瑞 穂 町 福祉保健部　福祉課 ０４２－５５７－７６２４

日 の 出 町 子育て福祉課 ０４２－５９７－０５１１　（内線）２９８

平成２３年８月発行   (表紙ｲﾗｽﾄ WANPUG)

T10N02566
タイプライターテキスト
第２回募集は終了しました 
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